
 

 

地方公務員法および松山広域福祉施設事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例（松山市条例準用）に基づき、人事行政の運営状況などの概要を公表します。 
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1 職員数及び職員の任免に関する状況 

（1）職員数の状況 

（ア）年次別職員数 （各年４月１日現在、単位：人、△はマイナス） 

区分 

部門 
業務内容 

職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和５年 令和６年 

一
般
行
政 

民生 
福祉施設の運営に関する

こと 
６３ ５９ △４ 運営改善に伴う減 

合計 ６３ ５９ △４  

（注）1 総務省が毎年実施している「地方公共団体定員管理調査」に基づく数値です。この職員数は一般職に属する

職員数であり、定数外の休職者、派遣職員なども含んでいます。 

   2 主な増減理由「－」は、増減なしを表しています。 

 

（イ）年齢別職員構成の状況 （令和６年４月１日現在） 

 

区分 
２０歳 
未満 

２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 

６０歳 
以上 

計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 

人数 ０人 １人 ０人 ３人 ４人 ８人 １１人 １７人 ５人 ３人 ２人 ５人 ５９人 

 

（2）職員の採用状況 （令和５年度） 

【正規職員】 

区分 人数  

男 １ 

 

女 ０ 

合計 １ 

 

【会計年度任用職員】 

区分 人数  

男 １ 

 

女 ０ 

合計 １ 

※1 パートタイム会計年度任用職員は除きます。 

2 令和５年４月１日付採用者で、年度途中の採用者は含みません。 

3 再度の任用及び最長任期が到来し、再度試験に合格した採用者は含みません。 
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（3）職員の退職状況 （令和５年度） 

 定年退職者と定年前退職者（自己都合など）の状況は以下のとおりです。 

区分 人数 

定年退職 ０ 

定年前退職 ３ 

合計 ３ 

   ※１ 会計年度任用職員は除きます。 

２ 定年が延長されたため、令和５年度の定年退職者はいませんでした。 

 

2 職員の人事評価の状況 

地方公務員法に基づき、次のような人事評価を行い、賞与及び昇給・昇任・昇格・配置換などに反映して

います。 

(1) 仕事の結果を評価する「業績評価」と、結果をもたらすプロセスとして、職務上見受けられた姿勢や

態度・行動などを評価する「職務遂行評価」を実施しています。 

(2) 透明性と信頼性を確保するとともに能力開発の目標とするため、評価項目や基準などを公表し、ま

た、意識改革の契機とするために自己評価を行っています。 

(3) 部下から上司、所属職員同士の評価などを実施し、上司のみの評価と比較してデータの信ぴょう性

や妥当性を検証する材料としています。 

(4) 評価の結果は、職員の申し出に基づき公開し、結果に対する苦情については、事務局で処理してい

ます。 

 

■昇給への反映 （行政職） 

昇給は、毎年１月１日に勤務成績に応じて、以下のとおり行われます。 

勤務成績 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない 

昇給幅 
６号給 

※１号給 

４号給 

(管理職)３号給 

※昇給なし 

２号給 

※昇給なし 
昇給なし 

※は５５歳以上の職員に適用しています。 

 

■勤勉手当への反映 （行政職） 

賞与（勤勉手当）は、勤務成績に応じて、以下の成績率で算出します。 

 （令和６年６月期） 

勤務成績 優秀 良好 良好でない 

成績率 1１１.５/100 ９９.５/100 ９５.５/100以下 
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3 給与の状況 

（1）総括 

（ア）人件費の状況 （令和５年度 普通会計決算） 

人件費とは、職員に支給された給与、退職手当及び職員共済組合負担金、公務災害補償基金負担金、

特別職に支給された給与、議員報酬などの総額をいいます。 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費率 

B／A 

（参考） 

令和４年度 

人件費率 

９億４,８４７万９千円 ８,８８２万１千円 ６億２,２０５万３千円 ６５.９％ ６５.９％ 

（注）「地方財政状況調査」の区分による普通会計決算です。 

 

（イ）職員給与費の状況 （令和５年度 普通会計決算） 

職員給与費とは、人件費のうち、職員に支給される報酬及び給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、

時間外勤務手当、期末・勤勉手当等（退職手当は除く。）をいいます。 

職員数 A 
給与費 １人当たり 

給与費 

B／A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

６３人 ２億１,９６４万３千円 4,８１８万５千円 ９,０３９万円 ３億５,８２１万８千円 ５６８万６千円 

４０人 ７,８５７万９千円 1,２１３万３千円 １,７９５万６千円 １億８６６万８千円 ２７１万７千円 

（注）１ 上段は、令和５年４月１日基準の正規職員（暫定再任用職員等含む）の状況です。 

2 下段は、令和５年４月１日基準の会計年度任用職員の状況です。 

3 内訳ごとに数字を端数処理しているため、合計と合わない場合があります。 

 

（2）職員の平均給料月額、初任給などの状況 （令和６年４月１日現在） 

（ア）職員の平均年齢、平均給料月額の状況 

給料とは、手当や賞与などを含まない基本給のことをいいます。 

区分 
一般行政職 技能労務職 

平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 

事務組合 4７.４歳 3３８,０６９円 43.８歳 27１,７１２円 

国 42.１歳 32３,８２３円 51.２歳 28８,１４４円 

 

（イ）職員の初任給の状況 

区分 事務組合 愛媛県 国 

一般行政職 
大学卒 ２０３,５0０円 ２０３,５５３円 

総合職  ２００,70０円 

一般職  1９６,20０円 

高校卒 1７１,８0０円 1７１,８７４円 一般職  1６６,60０円 

技能労務職 16５,３２５円  

（注） 技能労務職の初任給は、満１５歳から満１８歳の初任給額の平均です。 
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（ウ）職員の経験年数別・平均給料月額の状況 

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 ３０５,６0０円 － － 

技能労務職 24４,７0０円 2８０,２６０円 － 

（注）一般行政職（経験年数１５年、２０年）、技能労務職（経験年数２０年）は該当者不在のため、掲載していません。 

 

（3）一般行政職の級別職員数の状況 （令和６年４月１日現在） 

一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務内容により１級から９級までの区分に分かれ

ています。級別職員数とその構成比は以下のとおりです。 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

合計 標準的な 

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 
主任 主査 副主幹 主幹 課長 副部長 部長 

職員数 
０人 

(０人) 

１人 

(０人) 

２人 

(０人) 

０人 

(０人) 

２人 

(０人) 

１人 

(０人) 

１人 

(１人) 

０人 

(０人) 

０人 

(０人) 

７人 

(１人) 

構成比 
０% 

(0%) 

１４.３% 

(0%) 

2８.６% 

(0%) 

０% 

(0%) 

２８.６% 

(0%) 

１４.３% 

(０%) 

１４.３% 

(１００%) 

０% 

(０%) 

０% 

(０%) 

100% 

(１００%) 

（注）１ （  ）内は、常勤の暫定再任用職員数で内数です。 

２ 構成比は、合計しても１００％にならない場合があります。 

 

（4）職員の手当の状況 （令和６年４月１日現在） 

職員には給料のほかに、各職員の生活実態や勤務条件に応じ各種手当を支給しています。主な手当

は、おおむね国と同じ内容となっており、以下のとおりです。なお、各手当の支給実績及び１人当たり

の平均支給額は、令和５年度（会計年度任用職員を除く。）の額です。 

 

（ア）期末手当・勤勉手当 

区分 事務組合 国 

令和５年度 

支給割合 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.4５月分 

（1.3７５月分） 

標準 2.0５月分 2.4５月分 

（1.3７５月分） 

標準 2.0５月分 

  （0.9７５月分） （0.9７５月分） 

加算措置の 

状況 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ ・管理職加算 １０～２５％ 

（注）１ （  ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。 

２ 勤勉手当への勤務成績の反映は、２「職員の人事評価の状況」を参照してください。 
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（イ）退職手当 

区分 

事務組合 国 

自己都合 定年・早期退職 自己都合 定年・早期退職 

勤続２０年 19.669５月分 24.58687５月分 19.669５月分 24.58687５月分 

勤続２５年 28.039５月分 33.2707５月分 28.039５月分 33.2707５月分 

勤続３５年 39.757５月分 47.70９月分 39.757５月分 47.70９月分 

最高限度額 47.70９月分 47.70９月分 47.70９月分 47.70９月分 

その他の 

加算措置 
 

定年前早期退職特例

措置（2～20％加算） 
 

定年前早期退職特例措

置（2～45％加算） 

１人当たり 

平均支給額 
（令和５年度） 

１６１万５千円 対象者なし   

（注）１ 支給率は、令和６年４月１日現在の月数を記載しています。 

2 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。（会計年度任用

職員を除きます。） 

 

（ウ）特殊勤務手当 

区分 全職種 

支給実績（令和５年度決算） ７２６万４千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） １４万円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 8２.５％  

手当の名称 主な支給対象業務 支給単価 

施設勤務手当 

入所者の介護または処遇に従事 
日額４５０円（特老：看護師、介護員） 

日額３００円 

介護福祉士等有資格者が業務に従事 日額２００円 

介護長業務手当 介護員を直接指導する業務に従事 日額 1,0００円 

 

（エ）時間外勤務手当 

区分 支給実績 １人当たり平均支給年額 

令和５年度 ９８５万３千円 １６万２千円 

令和４年度 ９６２万４千円 １７万８千円 
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（5）その他の主な手当 （令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（令和５年度決算） 

支給職員 

１人当たり 

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

(例) 配偶者  6,50０円 

 子  10,00０円 

なし ６８５万７千円 ２６万４千円 

住居手当 
持家居住者  なし 

借家居住者  上限２７,00０円 
なし ３８４万８千円 ２９万６千円 

通勤手当 

交通用具使用者 

交通用具使用

者について、 

国は使用距離

区分６０㎞以上

２4,50０円 

まで 

３７６万円 ６万６千円 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

片道 

２㎞以上 

３㎞以上 

５㎞以上 

１０㎞以上 

１５㎞以上 

２０㎞以上 

２５㎞以上 

３０㎞以上 

３５㎞以上 

４０㎞以上 

３㎞未満 

５㎞未満 

１０㎞未満 

１５㎞未満 

２０㎞未満 

２５㎞未満 

３０㎞未満 

３５㎞未満 

４０㎞未満 

2,50０円 

2,70０円 

4,90０円 

8,10０円 

10,40０円 

12,70０円 

15,00０円 

17,30０円 

19,60０円 

21,90０円 

交通機関使用者 

最長６箇月の定期券などの価格による一括支

給（１箇月当たりの支給限度額５5,00０円） 

 

（6）特別職の報酬などの状況 （令和６年４月１日現在） 

区分 報酬年額 

報 
酬 

特別職 
組合長     198,70０円 

副組合長 161,00０円 

議 員 

議 長     100,90０円 

副議長     89,90０円 

議 員     81,10０円 

 

  



２０２４広域 

- 7 - 

4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（1）勤務時間 

１週間の 

勤務時間 

１日の 

勤務時間 
始業 終業 休憩時間 週休日 

３８時間４５分 ７時間４５分 ８時３０分 １７時１５分 １時間 土・日曜日 

（注）1 勤務場所によっては始業、終業、週休日が異なる場合があります。 

２ 介護に従事する職種の一部は交代制勤務となります。 

 

（2）休暇の状況 

種類 休暇の概要、取得の要件など 取得可能日数など 

有給

休暇 

年次休暇 法定休暇 
１年度につき２０日（前年度からの繰越日数の上限が

２０日のため、最高４０日） 

療養休暇 
負傷または疾病のため医師の診断により

療養する必要がある場合 

公務災害・通勤災害の場合は必要と認められる期間 

その他の場合は９０日を超えない範囲内で必要と認

められる期間 

特別休暇 

選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡な

ど、特別の事由により職員が勤務しない

ことが相当である場合 

 

【主な休暇】 

公民権の行使、産前休暇、産後休暇、

忌引、結婚休暇、リフレッシュ休暇、 

夏季休暇など 

公民権の行使：必要と認められる期間 

産前休暇：８週間以内に出産する予定の女性職員が

申し出た場合に出産の日まで 

産後休暇：出産後８週間 

忌引：父母の場合７日など 

結婚休暇：連続する７日 

リフレッシュ休暇：３０年勤続３日 

２０年勤続２日 

夏季休暇：５日 

無給

休暇 
介護休暇 

負傷、疾病または老齢により、２週間以上

にわたり日常生活を営むのに支障がある

ものの介護をする場合 

一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ通算し

て６月を超えない範囲内で必要と認められる期間 

 

（ア）年次有給休暇 

年次有給休暇は、１年度につき２０日付与され、残日数は翌年度に限り繰り越すことができます。令

和５年度の職員１人当たりの年次有給休暇の取得状況は、以下のとおりです。 

平均取得日数  1２.３日 

 

（イ）その他の休暇 

負傷または疾病のため医師の診断により療養する必要がある場合や選挙権の行使、結婚、出産、親

族の死亡など、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の特別休暇や介護休暇が

設けられています。 
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5 職員の休業に関する状況 

（1）育児休業 

職員が満３歳に満たない子を養育する場合に認められる休業制度です。育児休業中の給与は支給さ

れません。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 

 

（2）育児のための部分休業 

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合に、正規の勤務時間の始めまたは終わ

りに１日を通じて２時間を超えない範囲で、３０分を単位として必要な時間に取得できる休業制度で

す。令和５年度の取得者数は、以下のとおりです。 

(単位：人) 

区分 男性 女性 合計 

部分休業取得者数 0 １ １ 

 うち新規取得者数 ０ ０ ０ 

   ※1 会計年度任用職員を含みます。 

2 小学校就学後は、部分休業とは別の制度として子育て部分休暇が設けられています。 

 

（3）育児短時間勤務 

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために短時間勤務をすることができる制度

です。育児短時間勤務をしている期間は給与が減額されます。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 

 

（4）自己啓発休業 

職員が大学等課程の履修・国際貢献活動を行う場合で、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員

の公務に関する能力の向上に資すると認められるときに、上限の範囲内で休業できる制度です。休

業により勤務しない時間は給与を減額します。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 

 

（5）修学部分休業 

職員が大学等の教育施設で就学する場合で、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関

する能力の向上に資すると認められるときに、休業できる制度です。休業により勤務しない時間は給

与を減額します。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 

 

（6）高齢者部分休業 

５５歳に達した後の最初の４月１日を迎えた職員が希望する場合で、公務の運営に支障がないと認

められるときに、勤務時間を短縮することができる制度です。休業により勤務しない時間は給与を減

額します。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 

 

（7）配偶者同行休業 

外国での勤務等により外国に滞在する配偶者と外国で生活を共にするため、公務の運営に支障が

ないと認めるときは、休業できる制度です。休業期間中の給与は支給されません。 

※令和５年度の取得者はいませんでした。 
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（8）深夜勤務および時間外勤務の制限及び免除請求 

時間外勤務制限は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、免除は３歳に満たない子

を養育する職員が対象となり、請求した場合は、当該職員の業務を処理するための措置を講じること

が著しく困難である場合を除き、決められた時間を超えて時間外勤務を行うことができません。深夜

勤務の制限は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が対象で、請求した場合は、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務することができません。 

※令和５年度の請求はありませんでした。 
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6 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（1）分限処分 

分限処分とは、心身の故障などにより職員が職務を十分に果たすことができない場合に、公務能率

の維持を目的として行われる処分です。令和５年度の状況は、以下のとおりです。 

(単位：人) 

処分事由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 

職に必要な適格性を欠く場合 
第２８条 

第１項第１号 

第１項第３号 
０ 0 0 0 0 

心身の故障の場合 第２８条 
第１項第２号 

第２項第１号 
0 0 １ 0 １ 

職制、定数の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 
第２８条 第１項第４号 0 0 0 0 0 

刑事事件に関し、起訴された場合 第２８条 第２項第２号 0 0 0 0 0 

失職した場合 第２８条 第４項 0 0 0 0 0 

合計 0 0 １ 0 １ 

（注）1 地方公務員法に基づき分限処分に付された者の状況を示しています。 

２ ２以上の理由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由により計上しています。 

3 会計年度任用職員を含みます。 

 

（2）懲戒処分 

懲戒処分とは、職員の服務義務違反に対する責任を追及して行われる処分です。令和５年度の状況

は、以下のとおりです。 

(単位：人) 

処分事由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 第２９条 第１項第１号 0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合 
第２９条 第１項第２号 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるに相応しくな

い非行のあった場合 
第２９条 第１項第３号 0 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 0 

（注）1 地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況を示しています。 

２ ２以上の理由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分事由により計上しています。 

 

  



２０２４広域 

- 11 - 

7 職員の退職管理の状況 

地方公務員法に基づき、退職管理について離職後に営利企業等に再就職した元職員が離職前５年間の

職務に関し、離職後２年間、原則職員へ再就職先に関する契約事務等について、職務上の行為をする（しな

い）ように働きかけることを禁止しています。 

それに伴い、管理職員であった者が離職後２年間に再就職した場合、離職した際の任命権者に再就職情

報を届け出るよう義務付けています。 

※令和５年度の届け出はありませんでした。 

 

8 職員の研修の状況 

令和５年度職員研修の取組み状況は以下のとおりです。 

区分 研修名など 

職場研修 各職場で職務遂行に必要な能力などの習得・向上を図る 

福祉施設関係研修 老人福祉施設研究会議、施設長研修会、福祉職員階層別研修 ほか 

職場外研修 

基本研修 

階層別研修 

新規採用職員研修、採用２年目職員研修、採用３年目職員研修、 

採用６年目職員研修、新任主任研修、新任主査研修、 

新任副主幹研修、新任主幹研修、新任課長研修、主査養成研修、 

会計年度任用職員研修 ほか 

特別研修 
評価者研修、行政対象暴力対策研修、コンプライアンス研修、 

人事・労務管理研修、職場のメンタルヘルス研修 ほか 

専門研修 選択制研修 

法制執務研修、データ分析・活用研修、 

キャリアデザイン研修、キャリアシフトチェンジ研修、 

市民活動体験研修 ほか 

派遣研修 専門機関研修 市町村職員中央研修所、愛媛県研修所 ほか 

自主研修 自己研鑽支援 資格取得助成制度 

（注）上記職場外研修については、松山市に準じて実施しています。 

 

9 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（1）福利厚生制度に関する負担状況 （令和５年度） 

負担先 業務内容 負担額 

愛媛県市町村職員共済組合 短期給付事業、長期給付事業、福祉事業 ８,９９４万３千円 

愛媛県市町村職員互助会 福祉事業、給付事業 ６４万２千円 

松山市職員共済会 共済及び福祉事業 公費負担なし 

（注）各事業は、公費負担と職員負担により運営しています。 
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（2）公務災害等の状況 

   公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法等に基づき、

地方公務員災害補償基金愛媛県支部等が実施しています。 

種別 
令和４年度末現在 

未処理件数 
受理件数 認定件数 公務外件数 取下げ件数 

令和５年度末現在 

未処理件数 

公務災害 0 １ １ 0 0 １ 

通勤災害 0 0 0 0 0 0 

 

（3）勤務条件に関する措置の要求の状況 

区分 
令和４年度末 

係属件数 

措置要求 

件数 
終結件数 

令和５年度末 

係属件数 

給与 0 0 0 0 

旅費 0 0 0 0 

勤務時間 0 0 0 0 

休暇 0 0 0 0 

執務環境 0 0 0 0 

福利厚生 0 0 0 0 

任用 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 

 

（4）不利益処分に関する審査請求の状況 

区分 
令和４年度末 

係属件数 

審査請求 

件数 
終結件数 

令和５年度末 

係属件数 

分
限
処
分 

降任 ０ 0 0 0 

休職 0 0 0 0 

免職 0 0 0 0 

降給 0 0 0 0 

懲
戒
処
分 

戒告 0 0 0 0 

減給 0 0 0 0 

停職 0 0 0 0 

免職 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 
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【参考】 障がい者である職員の任免の状況 

 

備考 令和６年６月１日現在の任免の状況です。 

  

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く ） を除く ） を除く ） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

免疫機能障害

肝臓機能障害

視覚障害者

（第１号に該当する者）

視力障害

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数

体幹機能障害 呼吸器機能障害

移動機能障害 小腸機能障害

平衡機能障害 上肢機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 1

視野障害 下肢不自由 1 じん臓機能障害

肢体不自由者

（第４号に該当する者）

上肢不自由

内部障害者

（第５号に該当する者）

心臓機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） 1

聴覚又は平衡機能障害者

（第２号に該当する者）

聴覚機能障害

0 9 0 0 91 4 4.4 0

1

勤務職員

職員 職員

3 3 1

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

91 0 91 0 0 0 9 0 9

精神障害者 精神障害者
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 上記の表に係る注意事項は次のとおりです。 

 

〔注意〕

１ 二以上の障害を有する者については、いずれか一の障害のみについて記載すること。

２ ①欄には、当該機関に常時勤務する職員の数を記載すること。

３ ①a欄、②ｄ欄、③g欄並びに④(ｲ)、(ﾛ)、(ﾄ)、(ﾁ)及び(ﾜ)欄は、短時間勤務職員を除くこと。

３－２　①b欄、②e欄、③h欄並びに④(ﾊ)、(ﾆ)、(ﾘ)、(ﾇ)及び(ｶ)欄は、障害者の雇用の促進等に関する法律第69条に規定する特定短時間勤務職員を除くこと。

４ ②欄には、［参考１］に掲げる職種に属する職員の数を記載すること。

５ ③欄には、［参考２］に掲げる職種に属する職員の数を記載すること。

６ ④欄の（　　）内には内数として、本年６月１日以前１年間に新規に雇い入れた者の数を記載すること。

７ ⑤欄には、直近に提出した障害者任免状況通報書の⑧欄「適用される除外率」に記載した数を記載すること。合併により新たに生じた機関あるいは合併等により新たに通報義務が

生じた機関においては、⑤欄は記入せず、Ａ欄、Ｂの⑥欄から⑫欄まで及びC欄を記入すること。

８ ⑥欄には、当該年度の６月１日時点における基準割合を記載するものであること。

９ ⑥欄には、小数点以下第１位を切り捨てた数を記載すること。

10 ⑦欄には、［参考３］に従い、基準割合（⑥）に応じた除外率の数字を記入すること。基準割合が25％未満であるときは０とすること。

11 ⑧欄には、⑤欄の数と⑦欄の数の差が１０以上となるときは⑦欄の数を、１０以上とならないときは⑤欄の数を記載すること（合併等により⑤欄に記入しなかった機関においては、⑦欄

の数を記載すること。）。

12 ⑨欄には、職員の数（①c）から除外職員数（②f）及び除外率相当職員数（ (①c-②f)×⑧。１人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数）を控除した数を記載すること。

13 ①ｃ欄、②ｆ欄、③ｉ欄、④(ﾍ)、(ｦ)及び(ﾀ)欄並びに⑩欄には、小数点以下第１位まで記載すること。

14 ⑪欄には、小数点以下第３位を四捨五入した数を記載すること。

15 ⑫欄には、⑩欄の数を⑨欄の数に法定雇用率を乗じて得た数（その数に１人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数）から控除した数を記載すること（小数点以下第１位

まで記載すること。）。ただし、その数が０を下回る場合は、０を記載すること。

［参考１］ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第１に掲げる職員

［参考２］ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第３に掲げる職員

［参考３］ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第４

75％以上80％未満 55% 50％以上55％未満 30% 25％以上30％未満 5%

80％以上85％未満 60% 55％以上60％未満 35% 30％以上35％未満 10%

85％以上90％未満 65% 60％以上65％未満 40% 35％以上40％未満 15%

90％以上95％未満 70% 65％以上70％未満 45% 40％以上45％未満 20%

95％以上 75% 70％以上75％未満 50% 45％以上50％未満 25%

基準割合（⑥） 除外率（⑦） 基準割合（⑥） 除外率（⑦） 基準割合（⑥） 除外率（⑦）

○警察官　○皇宮護衛官　○自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒　○刑務官及び入国警備官　○密輸出入の取締りを職務とする者　○麻薬取締官及び
麻薬取締員　○海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒　○消防吏員及び消防団員　○在外公館（政府代表部を除く。）に勤務する外務公務員（令和６年12月
31日までの間）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第３項第２号から第11号までに掲げる職員（同項第９号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職
員に限る。）及び船員である職員　○裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第１号に掲げる職（就任について地方公共団体の議会の
議決又は同意によることを必要とする職に限る。）及び第４号に掲げる職に属する職員　○国会の衛視　○法廷の警備を職務とする者　○漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者　○航
空交通管制官　○医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師　○小学校、特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。）及び幼稚園の教育職員　○児童福祉施設に
おいて児童の介護、教護又は養育を職務とする者　○動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者　○航空機への搭乗を職務とする者　○鉄道車両、軌道車両、索道
搬器又は自動車（旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。）の運転に従事する者　○鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保
安その他の運行保安の作業を職務とする者　○とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者　○伐木、岩石の切出しその他不安定な場所に
おいて重量物を取り扱う作業を職務とする者　○建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者　○多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者


